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会議録（報告書）

【会議名】情報化推進本部第2閉会議

・延同市情報セキュリティポリシー（~ド方針、対策基準）改定審議
議題

・ホストコンピュータ等の入れ替え方針について

日時等 平成21年 2月 23日（月） 1 0 : 00～1 1 : 00 （議会委員会室）

0本部長（杉本副市長）、 0日lj本部長（寿崎企阿部長）

0本部員（後藤総務部長、柳問市民環境部長、渡部健康福祉部長、佐藤農林水産部長、

出 甲斐商工観光部長、甲斐都市建設部長、柳田北方総合支所長、木原北h括和1合支所長、

席

者 染矢北J1 I総合支所長、遠藤上下水道局長、根岸会計管理者、楠葉議会事務局長、

笠江教育部長、梶本消防長）

0情報管理課（山本課長、岩切補佐、津山係長、夏問主任主事、児玉主任主事）

・開催挨拶（山本課長）

・議事進行（杉本副市長）

・情報セキュリティポリシー改定案について審議（山本課長）

概
－情報セキュリティ基本方針及び情報セキュリティ対策基準の改定案について、新旧対照表をもとに

要 説明。

・ ホストコンビュータ等の入れ替え方針について（山本課長）
及

・ホストコンピュータ本体が平成22年 10月、周辺機器は平成23年3月にリース切れとなる。

び ホストコンピュータはオーダーメイドの為、法改正に伴うシステム変更の際には、費用や一社見

確
積りなどの問題がある。世界中で分散型（パッケージ）が主流になりつつある。分散型システム

の導入により業務ごとにベンダを変えることもできる。パッケージを使用することにより約4千

三仰刃t二F

万円程度費用を抑えることができる。導入までの流れについてはスケジューノレ表をもとに説明。

事 ・意見

杉本国1］市長 ～ 
項

これまでも情報関連の軽微な事故は起きている。一度大きな情報漏えい事故を起

こしてしまえば、信用失墜し、マスコミ等への説明が必要となるなど、影響が大き

い。セキュリティ対策基準の 1ページ目には、セキュリティ組織体制が記載してあ

り、各部局長は、部局情報セキュリティ管理者となっている。その役割・責任等に

（裏面へ）



ついても記載されているので、再確認していただき、情報漏えいのような事故がな

いよう、各部局において、しっかり指導してもらいたい。

先日、 ID Cの施設を視察したが、水害や地震等について万全の対策が施されて

おり、安全性は相当高く、情報セキュリティも向上すると考える。

・審議結果

－以上により、延岡市情報セキュリティポリシー（基本方針、対策基準）改定案については、

いずれも原案どおり承認されました。

以上
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情報セキュリティポリシーの改定

延岡市では、市民の生命、財産、プライパシ一等を適切に保護するための対策を整備す

るため、平成 16年 3月に「延岡市情報セキュリティポリシーJを制定しました。

その後の全国的な情報セキュリティ侵害事案の発生、新たな対策伎術のill/J向、政府の情

報セキュリティ政策等を踏まえ、延岡市の情報セキュリティ水準の向上を推進するため、

今回、情報セキュリティポリシーを改定したいと思います。

なお、今回の改定に当たっては、より分かりやすい情報セキュリティポリシーとするた

め、以下のとおり、構成や表現等の変更を行っています。

情報セキュリティ対策基準の構成を見直し、整理

責任主体を明記し、権限と責任を明確化

情報のライフサイクル（作成、入手、利用、保管、送信、運搬、提供・公表及び廃

棄）に着目した対策の明示

情報漏えい防止等のため取るべき対策や最近の技術的動向を踏まえた規定を追加

新情報セキュリティポリシーの主な変更点

延岡市情報セキュリティ基本方針の変更点

〆 基本方針に情報セキュリティ監査に加えて自己点検を定期的又は必要に応じて実施す

ることを規定

延岡市情報セキュリティ対策基準の主な変更点

《2 組織体制》に関する事項

【基本方針 1 0、11 P. 4] 

〆 現対策基準では「 5 人的セキュリティJで規定している役割・責任を「 2 組織体

制Jに移行

《4 物理的セキュリティ》に関する事項

〆 管理区域の入退室管理を強化

【対策基準2 P. 1-3、新旧対照表 P.ト4]

【対策基準4. 2 ( 2) P. 8、新旧対照表 P.12-13]

《5 人的セキュリティ》に関する事項

〆 情報漏えいの防止策として、行政情報の持ち出し制限、私物パソコンの使用制限、私

物パソコン及び記録媒体の持ち込み制限等の強化策を明記

【対策基準 5. 1 (1) （ウ）、（エ）、（オ） P.9-10、新旧対照表 P.15-16] 



《6 技術的セキュリティ》に関する事項

〆 側人所有の記録媒体を利用させないことを規定

｛対策基準6. 4 (2）④ P.22、新旧対照表 P. 37] 

《7 運用》に関する事項

〆 外部委託を行う場合の委託先選定において、委託先の情報セキュリティ対策状況を I

SM  Sの国際規格の認証取得状況等を参考にして判断することを規定

［対策基準7. 4 (1）② P. 27、新旧対照表 P.46] 

《8 評価・見直し》に関する事項

〆 自己点検結果に対する職員等の対応義務を明記

｛対策基準8. 2 ( 3) P. 31、新旧対照表 P.52] 


